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１  日    時 　令和６年４月１５日（月）　午前１１時２分～１２時９分

２  場    所 　監 査 委 員 室
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　事務局長　　事務局次長代理    事務局職員１名
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監 査 委 員 会 議 要 録

　住民監査請求について
＜杉並区議会議員選挙における選挙公報の発行及び配布の予算執行に関す
る住民監査請求＞

　事務局から、令和６年４月５日に請求を収受した旨及び請求の概要について、
説明を受けた。

　要件審査について

　住民監査請求について

　杉並区職員措置請求書
　事実証明書
　甲第１号から甲第８号まで
　住民監査請求の要件審査について（案）
　個別外部監査契約に基づく監査の適否について（案）
　杉並区議会議員選挙における選挙公報の発行及び配布の予算執行に関する住民
監査請求に基づく監査の実施について（通知）（案）
　杉並区議会議員選挙における選挙公報の発行及び配布の予算執行に関する住民
監査請求の受理並びに証拠の提出及び陳述の機会の付与について（通知）（案）
　杉並区議会議員選挙における選挙公報の発行及び配布の予算執行に関する住民
監査請求に基づく監査の実施に伴う抗弁書の提出及び関係職員からの説明聴取に
ついて（通知）（案）

　収受報告・概要説明について

　個別外部監査契約に基づく監査の適否について

　事務局から説明を受け、審議した結果、個別外部監査契約に基づく監査による
ことが相当であるとは認められないことから、監査委員による監査を実施するこ
とに決定し、議長、区長及び選挙管理委員会並びに請求人にその旨を通知するこ
ととした。

　事務局から説明を受け、審議した結果、本件請求を受理し、監査を実施するこ
とに決定し、議長、区長及び選挙管理委員会並びに請求人にその旨を通知するこ
ととした。
　なお、請求人には、陳述日時の確定後に、通知することとした。
　また、選挙管理委員会には、抗弁書の提出及び関係職員からの説明聴取につい
て、通知することとした。


